
市 区 町 村 コ ー ド

０ ６ ２ ０ ４ ９

令和８ 年度
給与所得等に係る 市民税・ 県民税・ 森林環境税 特別徴収のし おり

（ 令和８ 年６ 月～令和９ 年５ 月）

◆お届けし た書類

１ ． 令和８ 年度給与所得に係る

市民税・ 県民税・ 森林環境税 特別徴収のし おり （ 本書）

２ ． 令和８ 年度給与所得に係る

市民税・ 県民税・ 森林環境税 特別徴収の決定通知書（ 納税義務者用）

３ ． 令和８ 年度給与所得に係る

市民税・ 県民税・ 森林環境税 特別徴収の決定通知書（ 特別徴収義務者用）

４ ． 特別徴収納入書

※電子データ での受取り を希望さ れた場合は、 eLTA X にて送信し ており ます。

■ eLTA X （ 地方税ポータルシステム） でも異動届出書等は提出できます。

■ e LTA X 等による給与支払報告書の提出について
・ 給与支払報告書を eLTAX で提出し ていただく と 、 特別徴収税額決定（ 変更） 通知
をデータ化して eLTA X で送信します。

・ 税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票と、 各市区町村に提出する給与支払報告書に
ついて、 一括して作成し送信することが可能です。 利便性の向上を図っていますので、
ぜひご利用く ださい。

■地方税共通納税システムを利用して納付することもできます。
・ 共通納税は、 地方税の納税手続きを電子的に行う ことです。 詳し く は、 eLTA X の共
通納税のページをご覧く ださい。

山 形 県 酒 田 市 本 町 二 丁 目 ２ 番 45 号

山形県酒田市役所
税務課 市民税係

０２３ ２ ５１１

２３ ２ ５７１２ ・ ５７１３ ・ ５７１

２３ ２ ５７１
ホームページ
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特別徴収税額の納入について

１ ． 特別徴収税額の納入は翌月の10日ま でです。（ 10日が土曜日、 日

曜日、 祝日の場合は翌営業日） ただし 、 納期の特例の承認を受け

ている 場合は12月10日と 翌年の６ 月10日の２ 回と なり ま す。

２ ． 納入書は、 別紙（ ＯＣ Ｒ 用紙） と なっており ま すので紛失し ない

よ う ご注意く ださ い。

３ ． 納入書を書き 損じ た場合は、 予備用紙を使用し てく ださ い。

４ ． 退職所得の納入申告書は納入済通知書の裏面にあり ま す。（ ９ ペ

ージを参考に記入し てく ださ い。）

５ ． 納入のと き は、 下記の金融機関等に納入し てく ださ い。

○ 東北６ 県以外の特別徴収義務者の方で、 ゆう ちょ 銀行及び郵便局に納入
を希望する 場合、 16ページの指定通知書をゆう ちょ 銀行及び郵便局窓口
に提出し てく ださ い。

○ 自社製の納入書を ご使用いただく 場合
納入書に準じ た様式に、 指定番号・ 市区町村コ ード 「 062049」 を ご使用
く ださ い。

特別徴収税額の納入場所

○ 荘内銀行

○ 山形銀行

○ き ら やか銀行

○ 鶴岡信用金庫

○ 東北労働金庫

○ 庄内みど り 農業協同組合

○ 酒田市袖浦農業協同組合

○ 山形県漁業協同組合

○ ゆう ちょ 銀行

郵便局
ῲ ΅
舛 舛
舛 舛
舛 舛
ῴ ῴ

貴事業所が指定し

たゆう ちょ 銀行・

郵便局です。
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●異動届の書き 方 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10

●新規該当者切替届出書の書き 方 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 13

●ｅ Ｌ Ｔ Ａ Ｘ を利用する と 便利です ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14

●特別徴収義務者の所在地・ 名称等変更届出書（ １ 部） 15

●指定通知書（ 初めて郵便局で納入する と き に使用） ・ ・ 16

●給与所得者異動届出書（ ２ 部） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 17

●新規該当者切替届出書（ １ 部） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 19

※届出書は部数が少ないので、 コ ピーし て使用し てく ださ い。

●特別徴収・ 普通徴収の区分提出について ・ ・ ・ ・ ・ ・ 20

６ ． 地方税共通納税シス テムを利用し て納付する こ と も でき ます。

・ 共通納税は、 地方税の納税手続き を電子的に行う こ と です。 詳

し く は、 eLTAX の共通納税のページをご覧く ださ い。

https: //w w w . eltax. lta. go. jp/kyoutsuunouzei/
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令和８ 年５ 月

特別徴収義務者 様

山形県酒田市長

令和８ 年度 給与所得等に係る 市民税・ 県民税
・ 森林環境税の特別徴収義務者の指定について

市民税・ 県民税の特別徴収事務につき ま し ては、 平素から 格別のご協

力を賜り 感謝申し 上げま す。

さ て、 令和８ 年度 給与所得等に係る 市民税・ 県民税・ 森林環境税の

第１ 項並びに酒田市税条例第45条の規定に基づき 、 貴殿を特別徴収義務

者に指定し ま し たので、 その取扱いに必要な関係書類を送付いたし ま す。

○ 特別徴収についてのお問合せ先

酒田市役所

電話 （ ０ ２ ３ ４ ） ２ ２ －５ １ １ １ （ 代表）

課税については 税務課市民税係

納税については 納税課

3

●市民税・ 県民税のし く み

１ ． 納税義務のある方

令和８ 年１ 月１ 日現在において、 酒田市において住所を有する 方。

※住所の認定については、 住民基本台帳に記載さ れている 人は、 原則

と し て酒田市に住所がある も のと し ま す。 住民基本台帳に記載さ れ

ていない場合でも 、 現実に酒田市に住所（ 生活の本拠地） がある と

き には、 市民税・ 県民税が課税さ れる 場合があり ま す。

２ ． 納税義務のない方

均等割も所得割もかからない方

⑴ 生活保護法の規定によ る 生活扶助を受けている 方。

⑵ 障がい者、 未成年者、 寡婦、 ひと り 親で令和７ 年中（ 令和７ 年

１ 月１ 日から 令和７ 年12月31日） の合計所得金額が135万円以下

の方。

均等割がかからない方

令和７ 年中の合計所得金額が、次の金額以下の方（ 酒田市の場合）。

・ 被扶養者なし の方 39万円以下

・ 被扶養者あり の方

所得割がかからない方

令和７ 年中の総所得金額、 退職所得金額及び山林所得金額の合計

額が、 次の金額以下の方。

・ 被扶養者なし の方 45万円以下

・ 被扶養者あり の方
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●市民税・ 県民税・ 森林環境税の特別徴収とは

所得税の源泉徴収と 同じ く 、 給与の支払者（ 特別徴収義務者） が給

与の支払いを行う と き に、 その支払う 給与から 給与所得者（ 納税義務

者） の市民税・ 県民税・ 森林環境税の月割額を徴収し 、 納入し ていた

だく 制度をいいま す。

●特別徴収義務者の指定について

本市では、 法令順守と 納税の公平性を確保する ため、「 特別徴収義

務のない事業所」 と 「 特別徴収の対象と なら ない給与所得者のみを雇

用する 事業所」 を除いて、 法令どおり 特別徴収義務者と し て指定し て

おり ます。

⑴ 特別徴収義務のない事業所

所得税の源泉徴収義務のない常時２ 名以下の家事使用人のみを

雇用する 事業所

⑵ 特別徴収の対象と なら ない給与所得者

①支給期間が１ か月を超える 期間によ り 定めら れている 給与のみ

の支払いを受けている 方

②外国航路を航行する 船舶の乗組員で１ 月を超える 期間以上乗船

する こ と と なる ため慣行と し て不定期にその給与の支払いを受

けている 方

③４ 月１ 日現在、 給与の支払いを受けていない方

●特別徴収の対象となる方

令和７ 年中に給与所得があり 、 令和８ 年４ 月１ 日現在で給与の支払

いを受けている 方については、 市民税・ 県民税を特別徴収の方法によ

って徴収し なければなら ないこ と になっていま す。

具体的には年末調整（ 退職者を 除き 、 給与の収入金額が2,000万円

超えで年末調整が行われない方を 含みま す。） が行われた方が特別徴

収の対象と なり ま す。

●給与以外の所得があるとき

給与所得以外の所得がある と き は、 こ れら にかかる 所得割の税額は

原則と し て給与所得と 合算し て特別徴収する こ と になっていま す。

ただし 、 納税者から 給与所得以外の所得を普通徴収（ 個人納付） で

納付する 旨の申告書への記載がある 場合は、 給与所得と 分離し て普通

徴収の方法によ り 納付する こ と ができ ます。

ま た、 令和８ 年４ 月１ 日現在で、 65歳未満の給与所得者で公的年金

に係る 住民税（ 市民税・ 県民税） がある 方については、 原則と し て、

公的年金に係る 税額も 給与から 特別徴収する こ と になっていま す。 な

お、 申告書に普通徴収で納付する 旨を記載する こ と によ り 、 普通徴収

で納付する こ と も でき ま す。

令和８ 年４ 月１ 日現在で、 65歳以上の方は、 公的年金に係る 税額は

給与から 特別徴収する こ と はでき ま せんので、 ご注意く ださ い。

特別徴収とは

特
別
徴
収
義
務
者

給
与
の
支
払
者

酒

田

市

①給与支払報告書の提出（ １ 月31日ま で）

②退職等の異動届出書提出（ ４ 月15日ま で）

③特別徴収税額の通知（ ５ 月31日ま で）

⑤税額の納入（ 徴収し た月の翌月10日ま で）

④給与の支払いの際に月割額を 徴収

（ ６ 月から 翌年の５ 月ま で）

給与所得者
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●納税義務のない方

詳細は、 １ ページをご覧く ださ い。

●月割額の徴収方法

別途「 令和８ 年度 市民税・ 県民税・ 森林環境税 特別徴収の決定通

知書」 に各納税義務者の６ 月から 翌年５ 月ま での月割額を算出し てあ

り ま すので、 ６ 月に支払う 給与から 翌年５ 月ま での毎月、 その該当す

る 月割額を徴収し 、 翌月10日（ 10日が土曜日、 日曜日、 祝日の場合は

翌営業日） ま で納入し てく ださ い。

●特別徴収税額の変更（ 月割額の変更）

特別徴収税額の通知後に、 退職や転勤等によ り 異動が生じ た場合は、

事業所（ 特別徴収義務者） から の届出に基づき 、 本市から 「 特別徴収

税額の変更通知書」 を送付し ま すので、 その通知書に基づいて変更後

の税額を徴収し 、 納入し てく ださ い。

●月割額の納入場所及び納期限

徴収し た月割額は、 同封し た「 納入書」 によ って各金融機関ある い

はゆう ちょ 銀行・ 郵便局で、 徴収すべき 月の翌月10日（ 10日が土曜日、

日曜日、 祝日の場合は翌営業日） ま でに納入し てく ださ い。

●ゆう ちょ銀行・ 郵便局の指定について

特別徴収税額の納入にあたって、 東北６ 県以外のゆう ちょ 銀行・ 郵

便局を利用さ れる 場合は、 本市の金融機関と し て指定し なければなり

ま せんので、 当初納入する 際に、 綴込みの「 指定通知書」（ 本し おり

16ページ） へご利用になる ゆう ちょ 銀行店名・ 郵便局名及び提出年月

日を記載し て、 ゆう ちょ 銀行・ 郵便局の窓口へ提出し てく ださ い。 な

お、 前年度利用し た指定ゆう ちょ 銀行・ 郵便局は、 本年度も 引き 続き

利用でき ま すので、 再度提出する 必要はあり ま せん。

●納期の特例

特別徴収義務者は、 給与の支払いを受ける 方が事業所全体で常時10

名未満である 場合には、 特別徴収税額の納期の特例に関する 申請書を

市長に対し て提出し 、 その承認を受けた月の翌月の納入月から 年２ 回

に分けて特別徴収税額を納入する こ と ができ ま す。

し たがって、 ６ 月分から 納期の特例を受ける 場合は、 ６ 月末日ま で

に承認を受けなければなり ま せん。

⑴ ６ 月から 11月ま で徴収し た税額は、 12月10日

⑵ 12月から 翌年５ 月ま で徴収し た税額は、 ６ 月10日

納期の特例の承認を受けた後、 給与の支払いを受ける 方が常時10名

未満でなく なったと き は、 速やかに「 特別徴収税額に係る 納期の特例

の要件を欠いた旨の届出書」 を提出し てく ださ い。 届出のあった日以

後の期間については、 納期の特例は適用でき なく なり ま す。

※「 申請書」 等は、 酒田市ホームページから ダウ ンロ ード でき ま す。

●納入が遅れた場合は

特別徴収義務者が納期限ま でに税額を納入し なかったと き は、 その

翌日から 納入の日ま での期間に応じ て延滞金が徴収さ れます。

ま た、 督促状発付の日から 起算し て10日を経過し た日ま でに完納し

ないと き は、 滞納処分を受ける こ と になり ま すので、 特に注意し てく

ださ い。

注） 変更が生じ ても 、 新し く 納入書は送付し ま せ

んので、 当初に送付し ま し た納入書に変更額を

訂正記入し 、 納入し て下さ い。

（ 訂正方法 ８ ページ参照）
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●特別徴収税額の納入場所

⑴ 荘内銀行

⑵ 山形銀行

⑶ き ら やか銀行

⑷ 鶴岡信用金庫

⑸ 東北労働金庫

⑹ 庄内みどり 農業協同組合

⑺ 酒田市袖浦農業協同組合

⑻ 山形県漁業協同組合

⑼ ゆう ちょ 銀行・ 郵便局（ 東北６ 県又は指定通知書によ り 指定さ れ

たゆう ちょ 銀行・ 郵便局）

●地方税共通納税システムを利用して納付することもできます。

共通納税は、 地方税の納税手続き を電子的に行う こ と です。

詳し く は、 eLTAX の共通納税のページをご覧く ださ い。

納付情報入力の際は、 期別等に誤り がないか確認のう えご利用く ださ

い。

●納入書について

こ の「 し おり 」 には納入書がついており ま せん。

納入書にはあら かじ め税額、 特別徴収義務者名等必要事項はすべて

記載し てあり ま すので、 変更がなければ何も 記入せずそのま ま納めて

く ださ い。

※ なお、 納税額に変更がある 場合でも 、 納入書の再発行はし ま せんの

で、 当初送付さ れた納入書の納入金額を訂正し て納めてく ださ い。

（ 訂正方法８ ～９ ページ参照）

ま た、 給与分（ 前年中の所得に対し て課税し 、 令和８ 年の６ 月よ り

12分割の月割額と し て給与から 差引く 分） の一括徴収分と 退職所得分

（ 退職手当等に対する 課税分） の記入欄を間違えないよ う にし てく だ

さ い。

●給与支払報告書の記入方法

給与支払報告書は、 次の要領にし たがって正し く 記入し 、 １ 月31日

までに提出し てく ださ い。

⑴ ｢給与所得者の扶養控除等（ 異動） 申告書」 を提出した方

給与所得の源泉徴収税額表（ 所得税法別表第二又は第三） の甲欄

を使用し て所得税を源泉徴収し 年末調整を行わなければなり ま せん

ので、 年末調整が行われた給与支払報告書を提出し てく ださ い。

なお、 年の中途で退職し た場合は、 年末調整が行われないこ と に

なり ま す。

⑵ ｢給与所得者の扶養控除等（ 異動） 申告書」 の提出がない方

給与所得の源泉徴収税額表の乙欄を使用し て所得税が徴収さ れま

すが、 年末調整を 行う こ と はでき ま せんので、 給与支払報告書の

「 所得控除の額の合計額」 欄には記入し ないでく ださ い。

ま た、 給与支払報告書下部の乙欄に○印を記入し てく ださ い。

⑶ ｢従たる給与についての扶養控除等 申告書」 を提出した方

給与所得の源泉徴収税額表の乙欄を使用し 、 扶養親族等１ 人あた

り 決ま った額を控除し て所得税を源泉徴収する こ と になり ま すが、

年末調整を行う こ と はでき ま せんので、 給与支払報告書の「 所得控

除の額の合計額」 欄には記入し ないでく ださ い。

ま た、 給与支払報告書下部の乙欄に○印を記入し てく ださ い。

⑷ 給与所得者が年の中途で退職した場合

退職し た方の給与支払報告書の「 中途就・ 退職」 欄の退職に○印

と 退職年月日を記入し て下さ い。

ま た、 就職・ 退職両方に該当する 時は、 退職のみを記入し て提出

し てく ださ い。
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●転勤・ 退職等は届出を
特別徴収の方法によ る 納税義務者になっている 方に転勤・ 退職等の

異動があった場合、 その事実の発生し た月の翌月10日ま でに必ず「 特

別徴収にかかる 給与所得者異動届出書」 を提出し てく ださ い。

なお、 転勤の場合は新事業所を 経由し て、「 特別徴収にかかる 給与

所得者異動届出書」 を翌月10日ま でに提出し てく ださ い。（ 異動届出

書の記入方法は10～12ページにあり ま す。）

ま た、 給与支払報告書提出後、 ４ 月１ 日ま でに異動があった方につ

いては、 ４ 月15日までに「 給与支払報告書にかかる 給与所得者異動届

出書」 を提出し なければなら ないこ と になっていま す。

※ 異動対象者の居住市町村が前年と 給与支払報告書を提出し た居

住市町村が異なる と き は、 それぞれの市町村に必ず提出し てく

ださ い。（ 年度によ り 課税し ている 市町村が異なる ため）

こ れら の異動届出書の提出が遅れま すと 、 退職し た納税者の分ま で

特別徴収義務者の滞納と なり 、 ま た納税義務者への納税通知書の交付

が遅れ、 ご迷惑をかける こ と があり ま すので、 遅滞なく 届出書を提出

し て下さ い。

●退職の場合（ 異動届出書の記入方法は10ページ）

●転勤（ 特別徴収継続） の場合（ 異動届出書の記入方法は12ページ）

転勤・ 退職等は届出を
●１ 月以降の退職は一括徴収を（ 異動届出書の記入方法は11ページ）

特別徴収の方法によ って納税し ている 方が、 退職等によ り 給与の支

払いを受けなく なった場合で、 次のいずれかに該当する と き は、 特別

徴収義務者は給与又は退職手当等の支払いをする 際に、 必ず残り の月

割税額を一括で徴収し 、 徴収し た月の翌月10日ま でに納入し てく ださ

い。（ ※死亡退職の場合の未徴収税額は普通徴収と なり ま す。）

⑴ 退職の日が６ 月１ 日から12月31日までの場合

退職する 給与所得者から 一括徴収の申出があり 、 かつ残税額を

超える 給与または退職金等が支払われる 場合

※ 退職者本人よ り 申出がない場合でも 、 残税額を超える 給与

等がある 場合は、 でき る だけ承諾を得て一括徴収での納入

をお願いし ます。

⑵ 退職の日が１ 月１ 日から４ 月30日までの場合

退職の日から ５ 月31日ま でに残税額を超える 給与ま たは退職手

当等が支払われる 場合は、 本人から の申出がなく ても 一括徴収し

なければなり ま せん。

●新規採用者の特別徴収（ 記入方法は13ページ）

１ 月２ 日以降の新規採用者等から 特別徴収の申出があった場合は、

綴込みの「 特別徴収新規該当者切替届出書」 を作成のう え、 税務課に

提出し てく ださ い。

●特別徴収義務者の所在地・ 名称等に変更があった場合

綴込みの「 特別徴収義務者の所在地・ 名称等変更届出書」 に変更事

項を記入のう え、 税務課に提出し てく ださ い。

※届出書は部数が少ないので、 コピーして使用してく ださい。

退 職

○６ 月１ 日から 12月31日ま での退職者

本人から の申出によ り 残税額を 一括徴収

○１ 月１ 日から ４ 月30日ま での退職者

残税額を 一括徴収（ 本人の申出は必要あり ま せん）
事業所

納税者（ 個人)

酒

田

市

(
普
通
徴
収
へ
の
切
替
)

退
職

①異動届出書

②特別徴収税額変更通知書

③税額通知書（ 普通徴収）

旧事業所

新事業所

酒

田

市

（
転
勤
処
理
）

転
勤

③特別徴収税額変更通知書

②異動届出書（ 特別徴収継続）

③特別徴収税額通知書

※新たに特別徴収義務者に指定さ れる 場合は納入書も 送付し ま す。

異

動

届
出
書

①
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●退職所得に係る市民税・ 県民税の特別徴収

退職所得に対する 個人の市民税・ 県民税は、 退職手当等の支払いの

際に、 所得税の場合と 同様に、 退職手当等の支払者がその税額を計算

し 、 その計算し た税額を退職手当等から 徴収し て、 納入し ていただく

こ と になっており ます。 納入申告書（ 納入書の裏面） に記入し て納入

し てく ださ い。

死亡によ り 退職し た人に支給すべき 退職手当等で、 その方の相続人

に支給さ れる こ と と なった退職手当等については、 市民税・ 県民税に

おいては非課税と なり ま す。

●特別徴収義務者は

退職手当等の支払いをする 者が特別徴収義務者です。 特別徴収義務

者は退職手当等の支払いをする 際に、 その退職手当等について退職所

得に係る 個人の市民税・ 県民税を徴収し 、 納入し なければなり ま せん。

●納税義務者は

退職所得に対する 個人の市民税・ 県民税の納税義務者は、 市町村内

に住所を有する 者で、 退職手当等の支払いを受ける 方です。

●納入すべき市町村は

退職所得に係る 市民税・ 県民税の課税は、 退職手当等の支払いを受

ける 方（ 退職者） が退職し た日の属する 年の１ 月１ 日現在の住所所在

地の市町村です。 し たがっ て、 退職手当等から 徴収し た個人の市民

税・ 県民税は、 退職者が退職し た年の１ 月１ 日現在に居住する 住所所

在地の市町村に納入し ていただく こ と になり ま す。

ただし 、 翌年１ 月１ 日以降に退職する 場合は、 その１ 月１ 日現在の

住所所在地の市町村に納入し てく ださ い。 その時には、 一括徴収税額

と 退職所得に係る 特別徴収税額を納入すべき 市町村が異なる 場合があ

り ますのでご注意く ださ い。

●退職手当等の支払いを受けるべき日は

退職手当等について支払いを受ける べき 日、 すなわち退職所得につ

いての収入金額の権利を確定する 時期は、 原則と し て退職し た日と な

り ま す。 ただし 、 会社の役員等の退職手当等で、 会社の定款、 その他

の定めによ り 、 株主総会の決議を要する 者については、 その決議があ

った時になり ま す。

●退職所得の控除額は

●税額の算出

分離課税に係る 市民税・ 県民税の所得割の税額は、 10％（ 市民税６

％、 県民税４ ％） の税率を乗じ て算出し ま す。

税額の算出は次のと おり

●退職所得に係る市民税・ 県民税を納入する時は

⑴ 納入書には給与に係る 「 給与分」 と 「 退職所得分」 があり ま す。

退職所得分は必ず退職所得分の納入金額欄に記入し てく ださ い。

⑵ 納入申告書は納入済通知書の裏面にあり ま すので、 忘れずに記入

し てく ださ い。（ ９ ページ参照）

退職所得に係る特別徴収

勤続年数 控 除 額

20年以下
40万円×勤続年数

（ 80万円に満たない時は80万円）

21年以上 800万円＋70万円×（ 勤続年数－20年）

※障がい者になっ たこ と に直接基因し て退職し たと 認めら れる 場合、 100万円を 加算し
た金額が控除さ れま す。

※勤続年数に端数がある と き は、 切り 上げて算定し ま す。（ 例20年２ ケ月→21年）

退職手当等

収入金額
－

退職所得

控 除 額
＝

退職所得
控除後の
退職手当
等の金額

× ２ 分の１ ×
①市民税６ ％

②県民税４ ％

※勤続５ 年以下の役員等の税額の算出において、 ２ 分の１ 課税は適用さ れま せん。

ま た、 勤続５ 年以下の役員等以外の者に支払われる 退職金において退職所得控除を

控除し た残額のう ち300万円を超える 部分についても 、 ２ 分の１ 課税は適用さ れま せ
ん。（ 令和４ 年１ 月１ 日以後に支払いを 受ける べき 退職手当等に対し て適用）

役員等と は、 法人税法第２ 条第15号に規定する 役員・ 国会議員及び地方議会議員・

国家公務員及び地方公務員をいいま す。

①＋②=特別徴収税額
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令和８ 年度市民税・ 県民税の計算方法

◎税額の計算方法

総所得金額－所得控除合計＝課税総所得金額

課税総所得金額×税率＝税額控除前所得割額

税額控除前所得割額－税額控除額＝所得割額

所得割額＋均等割額＝特別徴収税額

特別徴収税額－控除不足額＝差引納付額
分離課税の所得がある 場合は計算方法が異なり ま す。

２ ｢税額控除額」 は調整控除、 配当控除、 住宅借入金等特別税額控除、 寄

附金税額控除、 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合

算額を記載し ていま す。

３ ｢控除不足額」 は所得割額よ り 控除する こ と ができ なかった配当割額又

は株式等譲渡所得割額の控除の額のこ と です。

◎税率

・ 均等割 市民税 3,000円 県民税 2,000円

・ 所得割（ 総合課税分）

市民税 ６ ％ 県民税 ４ ％
※分離課税分の税率については、 お問い合わせく ださ い。

◎所得控除
雑 損
控 除

実質損失額－総所得金額等の合計額×10％ 災害関連支出
額

医療費
控 除

医療費の実質負担額－ 0万円と 総所得金額等の５ ％と のいずれ

セ ル フ メ デ ィ
ケ ー シ ョ ン 税 制
医療費控除の特例

特定医薬品購入金額－12,000円
限度額88,000 一定の取り 組みを 行っ た証明書

が必要

社会保険料控除等 支 払 金 額

生
命
保
険
料
控
除

新
契
約

支払金額 控除額
12,000円以下 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 全 額
12,000円超32,000円以下 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 支払金額の 6,000円
32,000円超56,000円以下 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 支払金額の
56,000円超 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 28,000円

旧
契
約

支払金額 控除額
15,000円以下 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 全 額
15,000円超40,000円以下 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 支払金額の 7,500円
40,000円超70,000円以下 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 支払金額の
70,000円超 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 35,000円

一般生命保険料、 介護医療保険料及び個人年金保険料について、 そ
れぞれ上の算式によ り 計算し た控除額の合計額（ 限度額70,000円）

新・ 旧両方の契約がある 場合については、 新契約と 旧契約の控除額
の合計額（ 限度額28,000円）、 新契約のみの控除額、 旧契約のみの控除
額のいずれか最大の額

基
礎
控
除

所得 控除額

2,400万円以下 43万円

2,400万円超 2,450万円以下

2,450万円超 2,500万円以下

29万円

15万円

2,500万円超 非適用

扶
養
控
除

一般 33万円

老人 38万円

特定 45万円

同居老親等 45万円

地
震
保
険
料
控
除

地 震
保険料

支払金額 控除額
50,000円以下 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 支払金額の
50,000円超 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 25,000円

旧長期
契 約

支払金額 控除額
5,000円以下・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 全 額
5,000円超15,000円以下・ ・ ・ ・ ・ ・ 支払金額の
15,000円超 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10,000円

地震保険料、 旧長期契約の両方がある 場合は、 限度額は25,000円

障 害 者 控 除

（ 特別障害者の場合）

26万円

30万円

53万円

寡 婦 控 除 26万円

ひと り 親控除 30万円

勤労学生控除 26万円

◎税額控除（ 配当控除）
課税所得金額

種類

1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分

市民税 県民税 市民税 県民税

利益の配当等 1.6％ 1.2％ 0.8％ 0.6 ％

証券投資
信託等

外貨建等以外の証券投資信託 0.8％ 0.6％ 0.4％ 0.3 ％

外貨建等証券投資信託 0.4％ 0.3％ 0.2％ 0.15％

◎税額控除（ 住宅借入金等特別税額控除）

市民税 県民税 2

◎税額控除（ 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
区 分 市民税 県民税

配当割額又は株式等譲渡所得割額 5

◎税額控除（ 寄附金税額控除）
前年中に次に掲げる 寄附金を支出し 、 合計額（ 寄附金の合計額が総所得金

額の合計額の30％を超える 場合には当該30％に相当する 金額） が２ 千円を超
える 場合には、 その超える 金額の県民税は４ ％、 市民税は６ ％に相当する 金
額
１ 都道府県、 市町村又は特別区に対する 寄附金（ ふる さ と 納税等）
２ 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する 寄附金
３ 所得税法等に規定さ れる 寄附金控除の対象のう ち、 住民の福祉の増進に

寄与する 寄附金と し て住所地の道府県又は市町村の条例で定める も の
４ 特定非営利活動法人に対する 寄附金のう ち、 住民の福祉の増進に寄与す

る 寄附金と し て住所地の道府県又は市町村の条例で定める も の
ただし １ の寄附金が２ 千円を超える 場合は、 その超える 金額に、 下表の左

欄の区分に応じ て右欄の割合を乗じ て得た額の県民税は５ 分の２ 、 市民税は
５ 分の３ に相当する 金額をさ ら に加算し た金額（ 所得割の20％に相当する 金
額を超える と き は、 その20％に相当する 金額）

課税総所得金額から 人的控除差調整額を 控除し た金額 割 合

0円以上 195万円以下 84.895％

195万円超 330万円以下 79.79％

330万円超 695万円以下 69.58％

695万円超 900万円以下 66.517％

900万円超 1,800万円以下 56.307％

1,800万円超 4,000万円以下 49.16％

4,000万円超 44.055％
0円未満

90％

0円未満 地方税法に定める 割合

・ 森林環境税 1,000円

　 前年分の所得税において平成21年から 令和７ 年までの入居に係る 住宅借入
金等特別控除の適用を受けた場合、①から ②を控除し た金額( 前年分の所得税
に係る 課税総所得金額等＋( 所得税の基礎控除額－48万円)の100分の５ に相
当する 金額( 97,500円を限度)を超える 場合には、当該金額） に下欄の割合を 乗
じ た金額。ただし 、居住年が平成26年から 令和３ 年まで(地方税法附則第61条
の規定の適用がある 場合は令和４ 年ま で） あって、特定取得、特別特定取得
( 特例取得及び特例取得を含む｡)又は特例特別特例取得に該当する 場合には、
｢100分の５ ｣を｢100分の７ ｣と 、｢97,500円」 を「 136,500円」 として計算し た金額

①前年分の所得税に係る 住宅借入金等特別控除額（ 特定増改築等に係る 住
宅借入金等の金額又は平成19年若しく は平成20年の居住年に係る 住宅借
入金等の金額を有する 場合には、当該金額がなかったも のとして計算し た
金額）

②前年分の所得税の額（ 住宅借入金等特別控除適用前の金額）

◎税額控除（ 調整控除）
納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、 下記の区分に応じ た

金額
合計課税所得金額が200万円以下の者

次の①と ②のいずれか少ない額の５ ％（ 県民税２ ％、 市民税３ ％） に相当
する 金額

①下表の控除の種類欄に掲げる 控除の適用がある 場合においては、 同表
金額欄に掲げる 金額を合算し た金額

②合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者

①の金額から ②の金額を控除し た金額（ ５ 万円を下回る 場合は５ 万円） の
５ ％（ 県民税２ ％、 市民税３ ％） に相当する 金額

①下表の控除の種類欄に掲げる 控除の適用がある 場合においては、 同表
金額欄に掲げる 金額を合算し た金額

②合計課税所得金額から 200万円を控除し た金額

控除の種類 金額

基礎控除 5万円

障害者
控除

普通 1万円

特別 10万円

同居特別 22万円

寡婦控除 1万円

ひと り 親
控除

母 5万円

父 1万円

勤労学生控除 1万円

控除の種類 金額

納税者本人の
所得金額

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

配偶者
控除

一般 5万円 4万円 2万円

老人 10万円 6万円 3万円

扶養
控除

一般 5万円 老人 10万円

特定 18万円 同居老親等 13万円

控除額

45万円

41万円

31万円

21万円

11万円

6万円

3万円

特
定
親
族
特
別
控
除

納税者本人の
所得金額

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

所得金額

58万円超
95万円以下
95万円超

100万円以下
100万円超

105万円以下

105万円超
110万円以下
110万円超

115万円以下

115万円超
120万円以下
120万円超

123万円以下

900万円以下

配偶者控除

偶

所得金額

58万円超95万円以下

95万円超100万円以下

100万円超105万円以下

105万円超110万円以下

110万円超115万円以下

115万円超120万円以下

120万円超125万円以下

125万円超130万円以下

130万円超133万円以下

11万円

13万円

11万円

11万円

11万円

9万円

7万円

6万円

4万円

2万円

1万円

老人

配

者
特
別
控
除

33万円

38万円

33万円

33万円

31万円

26万円

21万円

16万円

11万円

6万円

3万円

22万円

26万円

控除額

22万円

22万円

21万円

18万円

14万円

11万円

8万円

4万円

2万円

一般

001_ 6259　 2026 年 4 月 17 日 午前 9 時 13 分
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納入書の書き方 税額が変更さ れたと き 納税義務者である従業員の異動により納入すべき税額に変更が生じた
場合には、 納入書の金額訂正をするとともに、 必ず「 特別徴収にかかる
給与所得者異動届出書」 も併せて記載し、 税務課に提出してく ださい。

●納入すべき税額が変更になったとき ・ ・「 納入金額⑴」 の欄の税額を二重線で削除し 、「 納入金額⑵」 の「 給与分」 と 「 合計額」 欄に実際の納入金額を記入します。

●予備の納入書を使用するとき・ ・「 納入金額⑵」 の「 給与分」 と 「 合計額」 欄に実際の納入金額及び納入年・ 月を記入します。

10

0700000000

1 6 2 3 0 0

1 6 2 3 0 0

0

山形県酒田市本町二丁目２ 番45号

酒田市長

10

0700000000

1 6 2 3 0 0

1 6 2 3 0 0

山形県酒田市本町二丁目２ 番45号

酒田市長

10

1 6 2 3 0 0

1 6 2 3 0 0

山形県酒田市本町二丁目２ 番45号

酒田市長

0 7 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

印字金額を ２ 重線

で削除

納入金額⑵の「 給

与分」 と「 合計額」

に実際の納入金額

を 記入

10

0700000000

1 6 2 3 0 0

1 6 2 3 0 0

0

山形県酒田市本町二丁目２ 番45号

酒田市長

10

0700000000

1 6 2 3 0 0

1 6 2 3 0 0

山形県酒田市本町二丁目２ 番45号

酒田市長

10

1 6 2 3 0 0

1 6 2 3 0 0

山形県酒田市本町二丁目２ 番45号

酒田市長

0 7 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

納入年・ 月を 枠内

に記入

納入金額⑵の「 給

与分」 と「 合計額」

に実際の納入金額

を 記入

納入年・ 月を 記入

熱等によ り 消える

イ ンク のご使用は

お控えく ださ い。

熱等によ り 消える

イ ンク のご使用は

お控えく ださ い。

8 6

8 7

8 6

8 7

8

8

8 6

8 7

8 6

8 7

8

8

7

7

001_ 6259　 2026 年 4 月 13 日 午後 6 時 36 分
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納入書の書き方 退職所得がある と き 納税義務者である従業員の異動により納入すべき税額に変更が生じた
場合には、 納入書の金額訂正をするとともに、 必ず「 特別徴収にかかる
給与所得者異動届出書」 も併せて記載し、 税務課に提出してく ださい。

「 納入金額⑴」 の欄の税額を二重線で削除し 、「 納入金額⑵」 の「 給与分」、
・ ・ ・

「 退職所得分」、「 合計額」 欄にそれぞれの納入金額を記入します。

10

0700000000

1 6 2 3 0 0

3 9 4 3 0 0

0

山形県酒田市本町二丁目２ 番45号

酒田市長

10

0700000000

1 6 2 3 0 0

3 9 4 3 0 0

山形県酒田市本町二丁目２ 番45号

酒田市長

10

1 6 2 3 0 0

3 9 4 3 0 0

0

山形県酒田市本町二丁目２ 番45号

酒田市長

0 7 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

給与分の税額を一括徴収し退職

分の税額を同時に納入するとき

●退職 ⎧
｜
⎩

⎫
｜
⎭

2 3 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

納入金額⑵の「 給

与分」 と 「 退職所

得分」 の合計金額

を 記入

印字金額を ２ 重線

で削除

納入金額⑵の「 給

与分」 と 「 退職所

得分」 に金額を 記

入

※「 納入金額⑵」 の欄に納入金額を記入後は、 その金額の訂正はできません。

※「 納入金額⑵」 の欄に金額を記入する際は、「 領収証書」「 納入書」「 納入済

通知書」 のそれぞれに同じよう に記入してく ださい。

※納入済通知書の納入金額欄に￥記号は記入しないでく ださい。

退職所得に係る特別徴収税額の納入がある場合、 納入通知書の

裏面の市民税・ 県民税納入申告書にも必ず記入してく ださい。

納入書裏面

合
計
額
を
退
職
所
得
分
に
記
入

0

山形県酒田市本町二丁目２ 番45号

酒田市長

１0

２

２ ０ ２ ３ ２ ０ ０ ０

１ ３ ９ ２ ０ ０

９ ２ ８ ０ ０

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３

法人番号を記入（ 法人格がない場合は代表者の個人番号）
※法人格のない個人事業主の方は同じ内容の納入書を２ 部準備してく だ
さい。 そのう ち１ 部は個人番号を記入せず金融機関へ提出し 、 もう １
部は個人番号を記入し市役所へ直接提出してく ださい。

熱等によ り 字を 消

すこ と ができ る イ

ンク のご 使用はお

控えく ださ い。

8 6

8 7

8 6

8 7 8 7

8

8 ７

8 ６

001_ 6259　 2026 年 4 月 13 日 午後 6 時 36 分
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異動届の書き方 退職し て普通徴収へ切替わる 場合

届出書は部数が少ないので、 コピーして使用してく ださい。

異動届出書を 税務
課に提出さ れる 日
を 記入し てく ださ
い。

異動さ れた納税者
の氏名・ 生年月日
を 記入し てく ださ
い。 ま た、 結婚等
の理由で特別徴収
税額通知書に記載
さ れている 氏名と
異なる 場合、 旧姓
を 記入し てく ださ
い。

税額通知書でお知
ら せし た１ 月１ 日
現在の住所を 記入
し てく ださ い。

退職時の住所が、 １
月１ 日現在の住所と
相違する 時に記入し
てく ださ い。

異動者の12桁の個
人番号（ マイ ナン
バー） を 記入し て
く ださ い。

13 桁 の 法 人 番 号
（ 法人マ イ ナン バ
ー） を記入し てく
ださ い。 個人事業
主である 場合は、
代表者の12桁の個
人番号（ マイ ナン
バー） を 右詰で記
入し てく ださ い。

税額通知書でお知
ら せし た「 指定番
号｣ を 必ず記入し
てく ださ い。

特別徴収税額通知書
に記載さ れている 退
職者の合計年税額を
記入し てく ださ い。

月割税額を 徴収し
ていただいた月を
記入し てく ださ い。

特別徴収する こ と
ができ なく なっ た
事由の番号を 記入
し てく ださ い。

未徴収税額の該当
する 徴収方法（ 普
通徴収） の番号を
記入し てく ださ い。

退職し た日を 記入
し てく ださ い。

年税額から 徴収済
額を 差し 引いた残
額を 記入し てく だ
さ い。

徴収し ていただい
た納付額の合計額
を 記入し てく ださ
い。

月割税額を 徴収す
る こ と ができ なく
なっ た月を 記入し
てく ださ い。

記載不要です。

001_ 6259　 2026 年 4 月 13 日 午後 6 時 36 分
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異動届の書き方 退職し て一括徴収する 場合

届出書は部数が少ないので、 コピーして使用してく ださい。

異動届出書を 税務課
に提出さ れる 日を 記
入し てく ださ い。

異動さ れた納税者の
氏名・ 生年月日を 記
入し てく ださ い。 ま
た、 結婚等の理由で
特別徴収税額通知書
に記載さ れている 氏
名と 異なる 場合、 旧
姓を 記入し てく ださ
い。

税額通知書でお知ら
せし た１ 月１ 日現在
の住所を 記入し てく
ださ い。

退職時の住所が、 １
月１ 日現在の住所と
相違する 時に記入し
てく ださ い。

異動者の12桁の個人
番 号（ マ イ ナ ン バ
ー） を 記入し てく だ
さ い。

一括徴収の理由の番
号を 記入し てく ださ
い。
１ 月から ４ 月ま でに
退職する 場合は、 申
出に基づく こ と なく
一括徴収し なければ
なり ま せん。

未徴収税額と 同
額を 記入し てく だ
さ い。

一括徴収し た税額を 月
割税額と 一緒に納入す
る 月分と 納入年月日を
記入し てく ださ い。

徴収し ていただい
た納付額の合計額
を 記入し てく ださ
い。

年税額から 徴収済
額を 差し 引いた残
額を 記入し てく だ
さ い。

退職し た日を 記入し
てく ださ い。

特別徴収する こ と が
でき なく なっ た事由
の番号を 記入し てく
ださ い。

未徴収税額の該当す
る 徴収方法（ 一括徴
収） の番号を 記入し
てく ださ い。

税額通知書でお知ら
せし た「 指定番号｣
を 必ず記入し てく だ
さ い。

特別徴収税額通知書
に記載さ れている 退
職者の合計年税額を
記入し てく ださ い。

月割税額を 徴収し て
いただいた月を 記入
し てく ださ い。

13桁の法人番号（ 法人マイ ナン バ
ー） を 記入し てく ださ い。 個人事
業主である 場合は、 代表者の12桁
の個人番号（ マイ ナン バー） を 右
詰で記入し てく ださ い。

月割税額を 徴収する
こ と ができ なく なっ
た月を 記入し てく だ
さ い。

記載不要です。

001_ 6259　 2026 年 4 月 13 日 午後 6 時 36 分
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異動届の書き方 転勤者の場合

届出書は部数が少ないので、 コピーして使用してく ださい。

異動届出書を 税務課
に提出さ れる 日を 記
入し てく ださ い。

税額通知書でお知ら
せし た「 指定番号」
を 必ず記入し てく だ
さ い。

特別徴収税額通知書
に記載さ れている 退
職者の合計年税額を
記入し てく ださ い。

月割税額を 徴収し て
いただいた月を 記入
し てく ださ い。

特別徴収する こ と が
でき なく なっ た事由

（ 転勤） の 番号を 記
入し てく ださ い。

未徴収税額の該当す
る 徴収方法（ 特別徴
収継続） の番号を 記
入し てく ださ い。

転勤する 最後の日を
記入し てく ださ い。

年税額から 徴収済額
を 差し 引いた残額を
記入し てく ださ い。

徴収し ていただい
た納付額の合計額
を 記入し てく ださ
い。

税額通知書でお知ら
せし た１ 月１ 日現在
の住所を記入し てく
ださ い。

退職時の住所が、 １
月１ 日現在の住所と
相違する 時に記入し
てく ださ い。

新し い勤務先の名称、
所在地及び連絡先を
記入し てく ださ い。

新し い勤務先で特別
徴収を 開始する 月と
月割税額を 記入し て
く ださ い。

異動届出書は、 新事業所を経由し て

翌月10日ま で提出し てく ださ い。

異動さ れた納税者の
氏名・ 生年月日を 記
入し てく ださ い。 ま
た、 結婚等の理由で
特別徴収税額通知書
に記載さ れている 氏
名と 異なる 場合、 旧
姓を 記入し てく ださ
い。

異動者の12桁の個人
番号 マイ ナンバー）
を 記入し てく ださ い。

13桁の法人番号（ 法人マ
イ ナン バー） を 記入し て
く ださ い。 個人事業主で
ある 場合は、 代表者の12
桁の個人番号（ マイ ナン
バー） を 右詰で記入し て
く ださ い。

月割税額を 徴収する
こ と ができ なく なっ
た月を 記入し てく だ
さ い。

記載不要です。

001_ 6259　 2026 年 4 月 13 日 午後 6 時 36 分
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新規該当者切替届出書の書き方
この届出書は、 税務課から送付した特別徴収税額決定通知書に記載されて

いない方を、 追加して特別徴収の対象とする場合に提出する届出書です。

届出書を 税務課に
提出さ れる 日を 記
入し てく ださ い。

届出書は部数が少ないので、 コピーして使用してく ださい。

特別徴収の対象と
する 方の住所、 氏
名及び生年月日を
記入し てく ださ い。

税額通知書でお知
ら せし た「 指定番
号」 を 必ず記入し
てく ださ い。

普通徴収（ 個人納
付） 納付済額があ
る と き は、 その納
付済の期と 納付済
額を記入し てく だ
さ い。

事業所で特別徴収
が可能な月を 記入
し てく ださ い。

給与業務の都合上、
税額通知書を 必要
と する 日が差し 迫
っ ている 場合、 必
要と なる 日付を 記
入し てく ださ い。

普通徴収の納期限が過ぎた税額は、 特別徴収に切替えるこ とはできませんので、 ご本人か

ら納入されるよう お願いします。

13 桁 の 法 人 番 号
（ 法人マ イ ナ ン バ
ー） を 記入し て く
ださ い。 個人事業
主であ る 場合は、
代表者の12桁の個
人番号（ マイ ナン
バー） を 右詰で記
入し てく ださ い。

酒田市での「 指定
番号｣を ま だお持
ち で な い 場 合、

「 新規」 の 覧に
を 記入し てく ださ
い。

8

001_ 6259　 2026 年 4 月 15 日 午前 10 時 20 分
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e LTAX 又は光ディ スク 等による

給 与 支 払 報 告 書 の 提 出 義 務

酒田市では、給与支払報告書（ 総括表・ 個人別明細書） の提出について、

電子申告によ る 受付を行っていま す。

ま た、 給与支払報告書以外でも 、 次の個人住民税の特別徴収に関する

手続き について、 電子申告によ る 受付を行っていま す。

○ 給与支払報告・ 特別徴収にかかる 給与所得者異動届出書

○ 特別徴収への切替依頼書

○ 特別徴収義務者の所在地・ 名称変更届

○ 退職所得に係る 納入申告書

○ 退職所得の源泉徴収票・ 特別徴収票

○ 公的年金支払報告書（ 総括表・ 個人別明細書）

◆ 特別徴収の税額決定通知書の内容をデータ 化し て提供し ま す。

◆ 酒田市では、 法人市民税・ 固定資産税（ 償却資産） に関する 申告

等についても 電子申告によ る 受付を行っていま す。

◆ 送信さ れた申告データ は eLTAX ポータ ルセンタ で受付処理が行

われ、 提出先と なる 地方公共団体へ送信さ れま す。

（ 申告データ は提出先ごと に作成する 必要があり ま す。）

◆ eLTAX ポータ ルセンタ に、 格納さ れたメ ッ セージから 送信済の

申告データ 等の内容を確認する こ と ができ ま す。

（ eLTAX ポータ ルセンタ には、 送信し た申告データ 等の受付結

果や地方公共団体から のお知ら せなど、 様々なメ ッ セージが格納

さ れま す。）

◆ 都道府県税に関する 申告等も 電子申告で行う こ と ができ ま す。

◆ 顧問税理士が eLTAX を利用し て給与支払報告書などを提出し て

いる と き は、 利用者ID を 顧問税理士と 共用する こ と によ り 、 提

出し た申告書等の内容を確認する こ と ができ ます。

提出義務の判定例

eLTA X 又は
光ディスク 等で提出

地方税共同機構（ LOCAL TA X

ホ ー ム ペ ー ジ /

よ く ある ご質問

地方税共同機構は、 地方税の電子化に取り 組む全国の地方公共団体及び関
係団体によ り 運営さ れていま す。

令和５ 年分 令和６ 年分 令和７ 年分 令和８ 年分

eLTA X 又は
光ディスク 等で提出

eLTA X 又は
光ディスク 等で提出

給与の源泉徴収票
100枚を提出

給与の源泉徴収票
150枚を 提出

給与の源泉徴収票
30枚を 提出

給与の源泉徴収票
30枚を 提出

紙で提出が可能

対象給与年分ごと に表示し ています。

　 給与支払報告書を提出する 年の前々年に提出すべき であっ た所得税法

に定める 給与所得の源泉徴収票等法定調書の提出枚数が100枚以上( 令和

9年以降に提出する 場合は前々年の提出枚数30枚以上) である も のについ

ては、 eLT A X又は光ディ ス ク 等によ る 市町村への提出が義務化さ れて

おり ま す。

001_ 6259　 2026 年 4 月 15 日 午後 6 時 11 分
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特別徴収義務者の所在地・ 名称等変更届出書
の届出書は、 給与支払者の住所移転や名称の変更など のあ っ た場合に記載し て提出し てく ださ い。

特別徴収義務者指定番号

年 月 日提出 （
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

所 在 地

〒 －

名 称

担 当 者

ご連絡先

係

酒田市長 氏名

代表者の

職 氏 名 電話 内線

事 項 変 更 前 変 更 後

フ リ ガ ナ

所 在 地

（ 住 所）

〒 － 〒 －

フ リ ガ ナ

方 書

フ リ ガ ナ

名 称

電 話 － 内 内線

変更年月日 年 月 日 変 更 事 由

※ 所在地・ 方書・ 名称には誤読をさ ける ために必ずフ リ ガナを つけてく ださ い。

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

001_ 6259　 2026 年 4 月 15 日 午前 10 時 20 分
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ゆう ちょ 銀行・ 郵便局

の指定について

特別徴収税額の納入に東北

６ 県以外に所在する ゆう ちょ

銀行・ 郵便局を 利用さ れる 場

合は、 そのゆう ちょ 銀行・ 郵

便局を 本市の市民税・ 県民税

（ 特別徴収税額） 取扱店・ 局

に指定し なければなり ま せん

ので、 当初納入さ れる 際に、

右の「 指定通知書」 にご 利用

になる ゆう ちょ 銀行店名・ 郵

便局名及び提出年月日を 記載

し て、 そのゆう ちょ 銀行・ 郵

便局に提出し てく ださ い。

なお、 前年度に利用し た指

定ゆう ちょ 銀行・ 郵便局は、

本年度も 引き 続き 利用でき ま

すので、 提出の必要はあり ま

せん。

令和 年 月 日

ゆう ちょ 銀行（ ） 支店長 様

（ ） 郵便局長 様

山形県酒田市長

指 定 通 知 書

県民税（ 特別徴収税額） 取扱店・ 局に指定し ま し たので通知し ま す。

１ ． 認可又は承認番号

２ ． 口 座 番 号

３ ． 加 入 者 の 名 称 酒田市会計管理者

４ ． 取 り ま と め 局 仙台貯金事務センタ ー

郵便番号

001_ 6259　 2026 年 4 月 15 日 午前 10 時 20 分
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市町村長殿

令和 年 月 日提出

給
与
支
払
者

所 在 地
〒

フ リ ガ ナ

氏名又は名称

個 人 番 号
又は法人番号

←個人番号の記載に当たっ ては、

左端を 空欄と し 右詰めで記載

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収

に係る給与所得者異動届出書

義
務
者

特
別
徴
収

給

与

所

得

者

フ リ ガナ

氏 名

生年月日 年 月 日

個人番号

受給者番号

１ 月１ 日
現在の住所

異動後の
住 所

※
市
町
村
記
入
欄

特別徴収義務者
指 定 番 号

宛 名 番 号

連

絡

先

担

当

者

所 属

氏 名

電 話
内線（

年 度 １ ． 現年度 ２ ． 新年度 ３ ． 両年度

第
十
八
号
様
式
（
第
十
条
関
係
）

新し い勤務先へは、 月割額 円を

徴収し 、 納入する よ う 連絡済みです。

受 給 者 番 号

納入書の要否 １ ． 必要 ２ ． 不要

３ ． 普通徴収の場合

理

由

１ ． 異動が令和

２ ． 令和

３ ． 死亡によ る 退職である ため

１ ． 特別徴収継続の場合

（ ア）

特別徴収税額

（ 年税額）

（ イ ）

徴収済額

（ ウ ）

未徴収税額
異 動

年月日
異 動 の 事 由

異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月ま で

月から

月ま で

年

月

日

１ ． 退 職
２ ． 転 勤
３ ． 休 職 ・ 長 欠
４ ． 死 亡
５ ． 支 払 少 額 ・ 不 定 期
６ ． 合 併 ・ 解 散
７ ． そ の 他

１ ． 特別徴収継続

２ ． 一 括 徴 収

３ ． 普 通 徴 収

円 円

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

事由・ 理由

２ ． 一括徴収の場合
左記の一括徴収し た税額は、

納入し ま す。

理

由

１ ． 異動が令和

２ ． 異動が令和 年１ 月１ 日以降で、 特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額
（ 上記（ ウ ） と 同額）

月 日 円
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指 定 番 号

新規 法 人 番 号

担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名

電
話 内線（

所 在 地
〒

フ リ ガ ナ

氏 名 又は 名称 右から
番号を
記入

001_ 6259　 2026 年 4 月 15 日 午前 10 時 20 分
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市町村長殿

令和 年 月 日提出

給
与
支
払
者

所 在 地
〒

フ リ ガ ナ

氏名又は名称

個 人 番 号
又は法人番号

←個人番号の記載に当たっ ては、

左端を 空欄と し 右詰めで記載

給 与 支 払 報 告
特 別 徴 収

に係る給与所得者異動届出書

義
務
者

特
別
徴
収

給

与

所

得

者

フ リ ガナ

氏 名

生年月日 年 月 日

個人番号

受給者番号

１ 月１ 日
現在の住所

異動後の
住 所

※
市
町
村
記
入
欄

特別徴収義務者
指 定 番 号

宛 名 番 号

連

絡

先

担

当

者

所 属

氏 名

電 話
内線（

年 度 １ ． 現年度 ２ ． 新年度 ３ ． 両年度

第
十
八
号
様
式
（
第
十
条
関
係
）

新し い勤務先へは、 月割額 円を

徴収し 、 納入する よ う 連絡済みです。

受 給 者 番 号

納入書の要否 １ ． 必要 ２ ． 不要

３ ． 普通徴収の場合

理

由

１ ． 異動が令和

２ ． 令和

３ ． 死亡によ る 退職である ため

１ ． 特別徴収継続の場合

（ ア）

特別徴収税額

（ 年税額）

（ イ ）

徴収済額

（ ウ ）

未徴収税額
異 動

年月日
異 動 の 事 由

異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月ま で

月から

月ま で

年

月

日

１ ． 退 職
２ ． 転 勤
３ ． 休 職 ・ 長 欠
４ ． 死 亡
５ ． 支 払 少 額 ・ 不 定 期
６ ． 合 併 ・ 解 散
７ ． そ の 他

１ ． 特別徴収継続

２ ． 一 括 徴 収

３ ． 普 通 徴 収

円 円

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

事由・ 理由

２ ． 一括徴収の場合
左記の一括徴収し た税額は、

納入し ま す。

理

由

１ ． 異動が令和

２ ． 異動が令和 年１ 月１ 日以降で、 特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日 徴収予定額
（ 上記（ ウ ） と 同額）

月 日 円
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指 定 番 号

新規 法 人 番 号

担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名

電
話 内線（

所 在 地
〒

フ リ ガ ナ

氏 名 又は 名称 右から
番号を
記入

001_ 6259　 2026 年 4 月 15 日 午前 10 時 20 分
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令和 年度 特別徴収新規該当者切替届出書
eLTAX でも 提出でき ま す。）

特別徴収義務者指定番号

□ 新規

特
別
徴
収
義
務
者

給

与

支

払

者

令和 年 月 日提出

酒田市長

※１ 普通徴収納付済額 該当者が普通徴収で一部納付し ている 場合、 記入し てく ださ い。
※２ 特別徴収引去予定月 特別徴収にあたり 引去が可能な月を記入し てく ださ い。（ 空欄の場合、 予定月は提出月の翌月以降になり ま す）
※３ eLTA X で税額通知の受取をし ている 場合は必ず記入し てく ださ い。
注） 二重納付を防止する ため、 市・ 県民税納税通知書の領収証書（ 写） と 納付書兼領収済通知書を同封し てく ださ い。

普通徴収の納期が過ぎた分については、 特別徴収への切替ができ ない場合があり ま す。

所 在 地

〒 －

フ リ ガナ

名 称

代表者の
職 氏 名

担 当 者

ご 連 絡 先

係

氏名

電話

1.
Ｔ ． Ｓ ． Ｈ

・ ・

期分ま で

月分よ り

１ 月１ 日現在の住所
フリ ガナ

氏 名 生 年 月 日
※１ 普通徴収

納付済額
※２ 特別徴収

引去予定月

2.
Ｔ ． Ｓ ． Ｈ

・ ・

期分ま で

月分よ り

3.
Ｔ ． Ｓ ． Ｈ

・ ・

期分ま で

月分よ り

4.
Ｔ ． Ｓ ． Ｈ

・ ・

期分ま で

月分よ り

受 付

個人番号又は
法人番号

※３ 受 給 者 番 号

月 割 額 の 連 絡 月 日 ま でに税額通知書が必要

※ 必要な場合のみ記入し てく ださ い。 通知書が間に合わない場合には電話連絡いたし ま す｡

市町村記入欄

001_ 6259　 2026 年 4 月 15 日 午前 10 時 20 分
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令和８ 年分の給与支払報告書を紙媒体で提出する 場合には、 区分用台紙で区分し て提出し てく ださ い。

給与支払報告書提出後に退職等によ り 異動し た場合は、「 給与支払報告書にかかる 給与所得者異動届出書」 を４ 月15日まで提出し てく ださ い。

※ 乙欄適用者、 年末調整未済者（ 給与の収入金額が2,000万円超の方を除き ま す。） については、 普通徴収と し て取扱っており ま すが、 特別

徴収さ れる 場合は、 特別徴収分に区分し て提出し てく ださ い。

※ 年末調整済者（ 退職欄に記載のある 退職者を除き ま す。） を普通徴収と し て提出さ れた場合は、 特別徴収と し て取扱わせていただき ま す。

区分用台紙を紛失さ れた場合には、 下記の手順によ り 印刷を行う こ と ができ ま す。

◎特別徴収・ 普通徴収の区分提出について

区分用台紙ダウンロード 手順

。

なお、 税理士等を通して提出いただく 場合も総括表を添付してく ださるよう お願いします。

001_ 6259　 2026 年 4 月 15 日 午前 10 時 20 分


